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岡山県公衆浴場入浴料金の改定について  

 

 令和７年４月１６日に、岡山県公衆浴場業生活衛生同業組合から、知

事あてに公衆浴場入浴料金の統制額（上限額）の値上げについて要望が

ありました。  

それを受け、知事から岡山県公衆浴場入浴料金審議会へ諮問を行い、

７月９日に開催された同審議会からの答申を踏まえ、物価統制令第４条

の規定に基づき、次のとおり統制額を改定することとし、本日告示しま

したので、お知らせします。  

 

記  

１  改定内容  

区分  現行額  改定額  

大人（１２歳以上）  ４５０円  ４８０円  

中人（６歳以上１２歳未満）  ２００円  同左  

小人（６歳未満）  １００円  同左  

  ※現行額は令和４年１２月１日から施行  

 

２  対象施設   

一般公衆浴場（銭湯）：１１施設  

 

３  施行日  

令和７年８月１日（金）  

 


